
 

前橋都市計画地区計画の変更（前橋市決定） 

都市計画下大島東地区地区計画を次のように変更する。 

名称 下大島東地区地区計画 

位置 前橋市下大島町、小屋原町及び駒形町の各一部 

面積 約２３．２ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発 

及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標 

 本地区は、ＪＲ両毛線駒形駅から西へ約１㎞に位置し、旧前橋古河線と

前橋館林線に挟まれた住宅地と商業地が共存する区域である。利便性の高

い良好な住宅市街地を形成するため、計画的に住宅地と生活利便施設の調

和を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 

 良好な居住環境の形成と地区の活性化のため、住宅地並びに生活利便施

設や居住環境保護のための緩衝帯を計画的に配置することにより、健全な

市街地環境の形成を図る。 

地区施設の整備

方針 

 土地利用の状況、居住環境保護等を十分に考慮し、道路の配置、整備及

び緩衝緑地帯を適切に配置する。 

建築物等の整備

の方針 

 良好な市街地環境の形成を図るため建築物等の用途の制限、建築物の敷

地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度を行う

とともに、かき・さくの整備等敷地内の緑化に努め、居住環境を損なわな

いように配慮する。 

地
区
整
備
計
画 

地区施設の配

置又は規模 

緩

衝

帯 

緩衝緑地帯 幅員１２ｍ 延長約４７０ｍ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

地区の

名称 
Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 

地区の

面積 
約３．７ha 約３．０ha 約１０．２ha 約６．３ha 

建築物等の用途

の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、既存建築物
の改築については、この限りでない。 

(1)工場 
 (別記１に定めるものを除く。) 
(2)自動車教習所 
(3)畜舎 
(4)ホテル又は旅館 

(1)神社、寺院、
教会その他これ
らに類するもの 
(2) 公衆浴場 

(1)畜舎 
(2)神社、寺院、
教会その他これ
らに類するもの 

(3) ｷｬﾊﾞﾚｰ､料理
店その他これら
に類するもの 

(4)建築基準法別
表第二(ぬ)項に
掲げるもの（第
二号及び第三号
(六)を除く。） 

(5)工場で作業場
の床面積の合計
が１，５００㎡
を超えるもの 

(5)ﾏｰｼﾞｬﾝ屋、ぱ

ちんこ屋、射的

場、勝馬投票券

発売所、場外車

券売場その他こ

れらに類するも

の 

(6)倉庫業を営む

倉庫 

(5)神社、寺院、

教会その他こ

れらに類する

もの 

建築物の敷地面

積の最低限度 

１６５㎡ １，０００㎡ 

（ただし、市長が公共公益上やむを得ないと認めたものについては、この
限りでない。） 



 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 

地区の

名称 
Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 

地区の

面積 
約３．７ha 約３．０ha 約１０．２ha 約６．３ha 

壁面の位置の制

限 

建築物の外壁又
はこれに代わる
柱の面から道路
境界線までの距
離は、１．0ｍ以
上後退すること。
ただし、別記２を
除く。 

 

建築物の外壁又
はこれに代わる
柱の面から敷地
境界線までの距
離は、１．０ｍ以
上後退すること。
ただし、別記２を
除く。 

建築物の外壁又
はこれに代わる
柱の面から敷地
境界線までの距
離は、河川管理用
通路の用に供し
ている土地の境
界から１２．０ｍ
以上、その他の境
界線については、
１．０ｍ以上後退
すること。ただ
し、別記２を除
く。 

建築物等の高さ

の最高限度 
２０ｍ １０ｍ １５ｍ 

かき又はさくの

構造の制限 

道路に面する敷地の部分（北側を除く。）に、かき又はさくを設置する場
合は、次の各号に掲げるものとしなければならない。ただし、宅地地盤面
より高さ７０㎝以下の腰積みを併設することを妨げない。 
（１）生垣 
(腰積みを含む最高高さは、概ね１．５ｍ以下のものに限る。) 

（２）透視可能なフェンス等 
(腰積みを含む最高高さは、概ね１．５ｍ以下のものに限る。) 

備考  

「区域は計画図表示のとおり」 

 

※別記１ 

 Ａ及びＢ地区において建築することができる工場は、建設機械関連施設とする。 

※別記２ 

 壁面の位置の制限において緩和する建築物の部分 

 ①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であること。 

 ②物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以

内であること。 

  



 

理 由 書 

 

 都市緑地法等の一部を改正する法律の平成３０年４月１日施行に伴い、建築基準法の

一部が改正されることにより、変更を行うもの。 

 

 


